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議会運営委員会要点記録 

 

○開会日時 令和５年２月１４日（火） 午前１０時 

○場  所 伊東市役所第２委員会室 

○出席委員 ６名 

       １ 番  佐 藤   周 君   ２ 番  長 沢   正 君 

       ３ 番  四 宮 和 彦 君   ４ 番  青 木 敬 博 君 

   ５ 番  中 島 弘 道 君   ６ 番  浅 田 良 弘 君 

○出席議員 ７名 

       議 長  宮 﨑 雅 薫 君   副議長  大 川 勝 弘 君 

       議 員  仲 田 佳 正 君   議 員  鈴 木 絢 子 君 

        〃   佐 藤 龍 彦 君    〃   杉 本 憲 也 君 

        〃   杉 本 一 彦 君 

○オブザーバー ２名 

       議 員  石 島 茂 雄 君   議 員  重 岡 秀 子 君 

○出席議会事務局職員 ５名 

       局  長  冨 士 一 成   局長補佐  森 田 洋 一 

       係  長  鈴 木 綾 子   主  事  野 田 昌 伸 

       主  事  福 王 雅 士 

○会議に付した事件 

 １ 市議会３月定例会の運営について  

  ⑴ 議案の付託、即決について 

  ⑵ 人事案の取扱いについて 

  ⑶ 請願、陳情の取扱いについて 

  ⑷ 予算大綱質疑について 

  ⑸ 一般質問について 

  ⑹ 所管事務調査の議決について 

  ⑺ 会期及び日程について 

  ⑻ その他 

 ２ 意見書について 

 ３ その他 

  ⑴ 伊東市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程について  
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  ⑵ 伊東市議会の所管に係る伊東市個人情報保護条例施行規程を廃止する規定について  

  ⑶ 伊東市議会事務局職員補職名規則の一部を改正する規則について  

  ⑷ 令和５年度議会費当初予算について  

  ⑸ その他 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○会議の経過概要 

○委員長（青木敬博君）開会する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第１、市議会３月定例会の運営についてを議題とする。  

本議題については、まず⑴ 議案の付託、即決についてから⑹ 所管事務調査の議決につい

てまでを協議、決定し、それを基に⑺ 会期及び日程についてを協議、決定していきたいと思

う。 

⑴から⑹まで、事務局長から説明いたさせる。 

○事務局長（冨士一成君）３月定例会の運営について、順次、説明をさせていただく。 

⑴ 議案の付託、即決についてである。資料の１ページから６ページまでをご参照いただき

たい。提出議案については、報告２件、条例１１件、単行議案１件、補正予算７件、新年度予

算１０件及び人事案２件の以上３３件である。それぞれについて、概略を説明する。 

まず、報告２件について申し上げる。市報第８号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に

係る専決処分の報告についてである。強風の影響により枝が落下し、北中学校付近の市有地に

駐車中の自家用車を破損させ損害を与えたため損害賠償を行ったもので、地方自治法第１８０

条第１項の規定により、令和５年１月２４日付で専決処分を行ったため報告するものである。 

次に、市報第９号 市の義務に属する損害賠償の額の決定に係る専決処分の報告についてで

ある。これも強風の影響により市営かどの球場敷地内の立木が倒木し、隣接地の浄化槽マンホ

ールの蓋などを破損させ損害を与えたため損害賠償を行ったもので、地方自治法第１８０条第

１項の規定により、令和５年１月２６日付で専決処分を行ったため報告するものである。 

以上２件の報告案件については質疑のみとなる。 

次に、条例１１件である。まず、市議第３５号 伊東市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部を改正す

る条例である。令和５年度中に生活保護の医療扶助のオンラインによる資格確認が開始される

ことに伴い、生活保護法の対象外である外国人の保護世帯の個人情報を取り扱うことができる

ようにするとともに、マイナンバーカード取得済者の利便性向上のため、一部の事務処理につ

いて個人情報を取扱いできるようにするための改正である。常任福祉文教委員会への付託をお
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願いする。 

 次に、市議第３６号 伊東市議会議員等の報酬及び期末手当の支給並びに費用弁償条例の一

部を改正する条例である。今年度開催された伊東市特別職報酬等審議会において、議員報酬の

額について引上げの答申がなされたことを踏まえ改正をするもので、議長を４２万３，０００

円から４３万５，０００円に、副議長を３９万円から４０万円に、議員を３６万１，０００円

から３７万円にそれぞれ改めるもので、令和５年１０月１日からの施行となる。常任総務委員

会への付託をお願いする。 

次に、市議第３７号 伊東市職員等退職手当支給条例の一部を改正する条例である。国家公

務員退職手当法の運用方針等の改正による非常勤職員の退職手当支給対象要件の緩和を受け、

国家公務員との均衡を図るため所要の改正を行うもので、雇用保険法等の改正により、事業を

開始した受給資格者等に係る受給期間の特例が設けられたことや、延長給付に相当する金額を

退職手当として支給する特例措置の対象が拡大されたことに伴い、雇用保険法における基本手

当に相当する退職手当を受給する者の特例について改正を行う。公布の日からの施行となる。

常任総務委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第３８号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の一部を改正する条例である。早期退職者の退職手当の割増率について、国家公務員

においては、早期退職日時点の年齢と６０歳との年の差、１年につき退職手当基本額を３％割

り増すこととしているが、本市では、早期退職日時点での年齢が５９歳であった場合について

は割増率を２％としていることから、国家公務員との均衡を図るため割増率を３％とする改正

を行うものである。公布の日からの施行となる。常任総務委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第３９号 伊東市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例である。こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整

備に関する法律のほか、その他関係法令の施行に伴い改正するもので、主な改正内容は、法改

正に伴う引用条項の整理のほか、民法の懲戒権を削除し、体罰の禁止を明確化する法改正の下、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定こども・子育て支援施設等の運営に関

する基準を定める内閣府令においても懲戒権の規定が削除されたことに伴い、条例第２６条の

懲戒権に係る規定の削除を行うものである。令和５年４月１日からの施行となるが、第２６条

の改正規定は公布の日からの施行となる。常任福祉文教委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第４０号 伊東市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例である。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省

令のほか、その他関係法令の施行に伴い、保育事業者に対し必要な措置を講じるため改正する

もので、主な改正内容は、施設に係る安全計画の策定等の義務化やバス送迎に当たっての安全
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管理の徹底に係る規定の整備のほか、民法の懲戒権を削除し、体罰の禁止を明確化する法改正

の下、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める厚生労働省令においても懲戒権

の規定が削除されたことに伴い、条例第１３条の懲戒権に係る規定の削除などを行うものであ

る。令和５年４月１日からの施行となるが、第１３条の改正規定については公布の日からの施

行となる。常任福祉文教委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第４１号 伊東市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例である。児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正

する省令の施行に伴い改正するもので、施設に係る安全計画の策定等の義務化やバス送迎に当

たっての安全管理の徹底に係る規定の整備のほか、業務継続計画策定等の努力義務化に係る規

定の整備を行うものである。令和５年４月１日からの施行となるが、安全計画の策定等につい

ては経過措置が設けられる。常任福祉文教委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第４２号 伊東市国民健康保険条例の一部を改正する条例である。厚生労働省が

設置する社会保障審議会医療保険部会において、出産育児一時金の支給額を令和５年４月から

全国一律で引き上げるべきとされたことに伴い、本市における出産育児一時金の支給額を現行

の４０万８，０００円から４８万８，０００円に改めるもので、令和５年４月１日から施行と

なる。常任総務委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第４３号 伊東市国民健康保険税条例の一部を改正する条例である。地方税法施

行令の一部を改正する政令が施行され、被保険者間の負担の公平化及び低・中所得者の負担軽

減のため、国民健康保険税の賦課限度額を改正するもので、基礎課税額の賦課限度額を６３万

円から６５万円に、後期高齢者支援金等課税額の賦課限度額を１９万円から２０万円に改める

とともに、用語の整理を行うものである。令和５年４月１日からの施行となる。常任総務委員

会への付託をお願いする。 

次に、市議第４４号 伊東市下水道条例及び伊東市地域汚水処理施設の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例である。人口減少、節水機器の普及及び新型コロナウイルス感染

症の蔓延による有収水量の減少や燃料費などの物価高騰による維持管理費の増加などにより、

現行の料金体系による下水道事業の経営維持が厳しいことから、下水道使用料の改定を行うも

ので、引上げ額等については、水道等汚水の基本料金を約３割引き上げる料金改定を行うもの

である。令和５年１０月１日からの施行となる。常任観光建設委員会への付託をお願いする。 

次に、市議第４５号 伊東市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例であ

る。耐用年数を経過し、老朽化が著しく政策空家として管理している市営住宅について用途廃

止を行うための改正で、赤坂住宅１戸、城星住宅１戸、逆川住宅２戸及び諏訪の入住宅５戸の

計９戸について用途廃止を行うとともに、逆川住宅第２及び諏訪の入住宅を削除し、その他の
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住宅について管理戸数を改めるものである。公布の日からの施行となる。常任観光建設委員会

への付託をお願いする。 

以上が条例１１件の説明となるが、今定例会においても伊東市新型コロナウイルス感染症に

感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給に関する条例の一部を改正する条例が国の財政

措置に伴い追加提出される予定である。提出されたら、改めて議会運営委員会を開催すること

なく、条例案の審議の最後に議題とする議事日程を改めて作成、配付し、本会議での質疑を経

て常任総務委員会への付託とさせていただきたい。 

続いて単行議案１件である。市議第４６号 静岡地方税滞納整理機構規約の変更についてで

ある。静岡地方税滞納整理機構の事務所が入居している建物の建て替えに伴い、事務所の位置

を静岡市から藤枝市に改める改正を行うことについて、地方自治法第２９１条の３第１項の規

定により、静岡地方税滞納整理機構規約を変更する協議を行うことについて議会の議決を求め

るものである。これまでの例に倣い、即決でお願いする。  

次に、補正予算７件である。まず、市議第４７号 令和４年度伊東市一般会計補正予算（第

８号）である。補正予算の規模は、５億２，３６５万９，０００円の追加で、補正後の額を３

１２億５，０５９万２，０００円とするものである。 

主な補正内容は、歳出の総務費において、新図書館建設等大規模建設事業などにおける地方

債借入れにより増加が見込まれる公債費に備えるための減債基金積立金の増額や、ふるさと伊

東応援寄附金の増額に伴い、寄附金返礼事業及び応援基金積立金の増額を行うもので、民生費

では、住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付事業の事業完了に伴う事業費の整理や、対象者

数が見込みを下回ったことによる児童手当及び児童扶養手当の減額のほか、受診者増に伴う、

子育て支援医療費助成費を増額するものである。 

衛生費では、妊娠届及び出産届提出時にそれぞれ５万円を給付する国の出産・子育て応援給

付金事業を実施するための経費を計上し、観光商工費では、老朽化が進んでいる観光会館の屋

上防水及び舞台照明設備の改修工事経費を追加するものである。土木費では、令和５年度当初

にかけての切れ目のない経済対策として生活環境向上対策事業を計上するもので、教育費では、

国の繰越予算の追加配当及び補正予算の成立に伴い、市内各小・中学校の感染拡大防止対策費

を追加するものである。 

歳入においては、補正する事業に見合った国県支出金の増減の整理のほか、ふるさと伊東応

援寄附金や、競輪事業特別会計益金収入の増額、普通交付税再算定に伴う地方交付税を追加す

るとともに、財政調整基金からの繰入金を減額するものである。 

また、繰越明許費として２４事業、３億５，６００万４，０００円の計上を行っているが、

繰越事業の一部について、令和５年度の予算編成における財源調整により、令和４年度補正予
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算に前倒しし、繰越しにより実施する事業を計上しているところである。その他、観光会館を

はじめ、指定管理施設における光熱水費等物価高騰分に対する補助金について、事業費ごとに

計上を行っている。 

次に、市議第４８号 令和４年度伊東市競輪事業特別会計補正予算（第２号）である。補正

予算の規模は８８億６，２００万円の追加で、補正後の予算規模を３３２億２，３６２万３，

０００円とするものである。補正内容は、車券の売上げが好調に推移し、見込みを上回ること

から、歳入において車券売上金の増額、歳出において、一般会計への繰出金、車券売上金の増

額に見合う勝者投票払戻金や競輪施設改善基金への積立金などを追加するものである。 

次に、市議第４９号 令和４年度伊東市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）であ

る。補正予算の規模は４４５万４，０００円の追加で、補正後の予算規模を８７億９，９０９

万２，０００円とするものである。補正内容は、歳出において、国民健康保険事業基金への積

立金の増額が主なものであり、歳入において、保険基盤安定繰入金や財政安定化支援事業繰入

金の増額のほか、財源組替えに伴う一般会計繰入金の減額が主なものである。 

次に、市議第５０号 令和４年度伊東市霊園事業特別会計補正予算（第１号）である。補正

予算の規模は４１０万４，０００円の減額で、補正後の予算規模を５，０９９万６，０００円

とするものである。補正内容は、歳出において、霊園建設事業における合葬式墓地の建設事業

費が確定したことに伴う減額が主なもので、歳入において、墓所使用料の増額のほか、合葬式

墓地の建設事業費の確定に伴い、その財源としていた霊園整備基金繰入金の減額が主なもので

ある。 

次に、市議第５１号 令和４年度伊東市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）である。

補正予算の規模は、５，４２８万円の減額で、補正後の予算規模を２３億３，６１９万７，０

００円とするものである。補正内容は、歳出において、広域連合に対する保険料負担金の確定

に伴う減額などが主なものであり、歳入では、広域連合の決算見込みに伴う医療保険料の減額

のほか、一般会計繰入金の減額などが主なものである。 

次に、市議第５２号 令和４年度伊東市下水道事業会計補正予算（第１号）である。補正予

算の規模は、収益的収支において、収入を９６万６，０００円増額し、補正後の額を１６億５，

４２７万６，０００円とし、支出を４３１万６，０００円減額し、補正後の額を１６億８１８

万円とするもので、資本的収支においては、収入を１億１，１４６万７，０００円減額し、補

正後の額を８億６７２万８，０００円とし、支出を１億１，６７１万４，０００円減額し、補

正後の額を１３億１，５２４万６，０００円とするものである。補正の内容は、収益的収支に

ついては、令和３年度決算に伴う長期前受金戻入などの増額と借入利率の確定による企業債利

息の減額が主なもので、資本的収支については、国庫補助事業不採択などによる企業債、国庫
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補助金及び工事請負費の減額が主なものである。 

  最後に、市議第５３号 令和４年度伊東市水道事業会計補正予算（第２号）である。補正予

算の規模は、収益的収支において、収入を７４４万７，０００円増額し、補正後の額を１６億

３，４９１万４，０００円とし、支出を５，２４９万５，０００円増額し、補正後の額を１６

億１４５万３，０００円とするもので、資本的収支においては、収入を１，３５０万円増額し、

補正後の額を３億５０９万５，０００円とし、支出を１億２，７７９万７，０００円減額し、

補正後の額を１０億７，８００万５，０００円とするものである。補正の内容は、収益的収支

については、不要メーターの売却に伴う不用品売却収益の増額と、社会情勢による動力費の増

額が主なもので、資本的収支については、開発負担金の増額と、計画の見直しによる委託料及

び工事請負費の減額が主なものである。 

以上、市議第４７号から市議第５３号までの７件の補正予算については、従来の例に倣い、

委員会付託を省略し、即決とさせていただきたいと存ずる。具体的には、この後の、会期及び

日程についての説明で申し上げるが、２月２０日（月）は説明のみとし、３月８日（水）に予

定している議案審議の日に質疑から入り、決定をお願いしたい。 

なお、本会議における一般会計補正予算（第８号）に係る質疑については５つに区分し、１

つ目として歳出第２款総務費、第３款民生費及び第４款衛生費の３款、２つ目として第６款農

林水産業費、第７款観光商工費及び第８款土木費の３款、３つ目として第９款消防費、第１０

款教育費及び第１４款予備費の３款、４つ目として歳入全般、５つ目として地方債の補正及び

繰越明許費、以上５つに区分して行わせていただく。 

次に、新年度予算１０件についてであるが、新年度予算については、これまでの例により、

一般会計については、歳入は常任総務委員会、歳出は各常任委員会に分割付託し、特別会計、

企業会計については所管の常任委員会へ、予算大綱質疑終結後、付託をお願いする。 

次に、⑵ 人事案の取扱いについてである。資料７ページをご参照願う。まず、市選第３号

副市長選任の同意については、令和５年３月３１日に任期満了となる副市長中村一人氏の後任

者の選任の同意を求めるものである。 

次の、市諮第３号 人権擁護委員候補者の推薦については、人権擁護委員佃正幸氏の退任に

伴う後任者の推薦について、意見を求めるものである。 

これら人事案２件については、最終日の本会議において、市長の説明の後、申合せにより、

質疑、討論を省略し、決定いただくこととしたいと存ずる。 

続いて、⑶ 請願、陳情の取扱いについてである。さきの１２月定例会以降、これまでに郵

送による陳情５件及び持参による陳情１件を受理している。まず、郵送による５件の陳情であ

るが、令和４年１２月２２日に受理した会計年度任用職員の不安定雇用問題に対する緊急要望
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書（陳情）、令和４年１２月２３日に受理した政府・財務省等による積立金前倒し国庫納付問

題に反対をお願いする要請書（陳情）、令和４年１２月２７日に受理した日本全体で解決すべ

き問題として、普天間基地周辺の子どもたちを取り巻く空・水・土の安全の保障を求める陳情、

令和５年１月１７日に受理した、政府・財務省・厚生労働省等による「積立金前倒し国庫納付」

に反対し、前倒し国庫納付するための機構法「改正」を行わないよう政府への要請を求める陳

情及び令和５年１月２３日に受理した、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求め

る意見書の提出を求める陳情、以上５件の陳情については、それぞれ既に参考配付させていた

だいた。 

続いて持参による陳情である。資料８ページ及び９ページをご参照願う。〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏から、保育士の配置基準の抜本的な見

直しを求める意見書の提出を求める陳情が令和５年２月９日に持参され受理している。本件は

意見書採択を求める陳情であるので、この後、議題となる２の意見書についての中で、ご協議

をお願いする。 

なお、議会運営委員会以後に提出された請願、陳情の取扱いに関しては、議長において、議

会運営委員長及び所管常任委員長と協議の上、決定いただくこととなるので申し添える。 

次に、⑷ 予算大綱質疑についてである。予算大綱質疑を、申合せにより、会派及び会派に

所属していない議員により実施する。持ち時間は、議員１人当たり答弁込みで２０分とし、こ

れまでの例により、２人会派に会派として、及び会派に所属していない議員に５分を上乗せし

て、通告に基づきお願いしたいと存ずる。なお、予算大綱質疑の通告期限は、申合せにより、

市長施政方針の日から３開庁日後の正午までであるので、２月２４日（金）正午までとなる。

予算大綱質疑の順序については、まず、５人会派の正風クラブ、続く３人会派については、ロ

ーテーションに基づき、公明党、清和会、自民・維新の会の順となる。続いて２人会派につい

ては、今回は無党派 颯、日本共産党の順とし、最後に、会派に所属していない議員となる。

予算大綱質疑の順序及び質疑時間を改めて申し上げる。１番目正風クラブ１００分、２番目公

明党６０分、３番目清和会６０分、４番目自民・維新の会６０分、５番目無党派 颯４５分、

６番目日本共産党４５分、最後に会派に所属していない議員２５分となる。なお、先ほども申

し上げたが、予算大綱質疑の通告期限は、２月２４日（金）の正午までとなる。 

なお、午前中の予算大綱質疑が早く終了したとしても、その日の午後に予定されている会派

の開始時間は崩さないようにして行うことの了承とともに、大綱質疑に関しては通告制の実施

となっているため、質疑者が体調不良等の理由で登庁できない場合には代理での実施はできな

いので、質疑予定の議員については、体調管理には十分にご留意をお願いする。 

また、質疑される議員におかれては、あらかじめ当局とのヒアリングを経て通告をいただい
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ていることと存ずるが、質疑の趣旨を的確にお伝えし、的確な答弁が得られるよう、通告の案

文を用意して臨んでいただくことを基本とし、議員と当局の双方で内容を確認しながら進めて

いただくよう、お願い申し上げる。 

次に、⑸ 一般質問についてである。申合せにより、持ち時間５０分以内で、予算大綱質疑

の後に一般質問を行う。順序について申し上げる。会派の構成は５人の大会派が１つ、３人の

小会派が３つ、２人会派が２つとなっている。これまでの例により、大、小、小、大、小、大、

小（２人会派）の順とし、以下これを繰り返し、最後に会派に所属していない議員となる。３

人会派の順序については、これまでのローテーションに基づき、清和会、自民・維新の会、公

明党、２人会派については、日本共産党、無党派 颯の順となる。従って、１番目正風クラブ、

２番目清和会、３番目自民・維新の会、４番目正風クラブ２人目、５番目公明党、６番目正風

クラブ３人目、７番目日本共産党、以下６番目までを同様に繰り返し、無党派 颯、会派に所

属していない議員となる。一般質問の通告期限は、申合せにより、大綱質疑通告日の前開庁日

ということで、２月２３日（木）が祝日であることから、２月２２日（水）の正午までとなる

が、極力早めのご通告をいただくよう、ご協力をお願い申し上げる。 

また、質問される議員におかれては、あらかじめ当局とのヒアリングを経て通告をいただい

ていると存ずるが、質問の趣旨を的確にお伝えし、的確な答弁が得られるよう、通告の案文を

用意して臨んでいただくことを基本とし、議員と当局の双方で内容を確認しながら進めていた

だくとともに、新年度予算に係る内容及び他の提出議案に直接触れないようにお願いする。 

なお、質問を予定していた議員が急病等により実施できなくなった場合は、議長において、

各会派代表と調整する中で決定していくこととする。 

次に、⑹ 所管事務調査の議決についてである。各常任委員会及び議会運営委員会所管事務

に係る令和５年度議会閉会中における継続調査の議決をお願いする。会期中における各常任委

員会及び議会運営委員会の開催に際し、決定をお願いしたいと存ずる。 

以上で、⑴ 議案の付託、即決についてから⑹ 所管事務調査の議決についてまでの説明を

終わる。 

○委員長（青木敬博君）まず、⑴ 議案の付託、即決について、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

議案の付託、即決については、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑵ 人事案の取扱いについて、質疑、意見を伺う。発言を許す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

人事案の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑶ 請願、陳情の取扱いについて、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

請願、陳情の取扱いについては、説明のとおり決定することにご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑷ 予算大綱質疑について質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

それでは、予算大綱質疑を行うかどうか、各会派に伺う。 

○１番（佐藤 周君）行う。 

○２番（長沢 正君）行う。 

○３番（四宮和彦君）行う。 

○５番（中島弘道君）行う。 

〇６番（浅田良弘君）行う。 

○委員長（青木敬博君）なお、あらかじめ議長において、内々、日本共産党及び会派に所属して

いない議員に確認をさせていただいたところ、日本共産党が実施されるとのことであるので、

実施者数については、最大６会派ということで調整し、決定させていただきたい。これにご異

議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

発言の順序について、事務局長から説明いたさせる。  

○事務局長（冨士一成君）発言順序及び時間を申し上げる。第１日目、３月１日（水）の１番目

正風クラブ１００分、２番目公明党６０分、３番目清和会６０分。翌日の第２日目、３月２日

（木）、１番目自民・維新の会６０分、２番目無党派 颯４５分、３番目日本共産党４５分と

なる。 

○委員長（青木敬博君）予算大綱質疑については、予算審議に係る大綱の質疑とし、会派及び会



 - 11 - 

派に所属していない議員により関連質疑なしで実施する。また、発言の順序についても説明の

とおりでお願いする。以上のとおり決定することに、ご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

なお、通告期限については、２月２４日（金）の正午までとしているのでご留意願う。  

次に、⑸ 一般質問について質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

それでは恐れ入るが、各会派における一般質問の実施者数を順次お知らせ願う。  

○１番（佐藤 周君）２人。 

○２番（長沢 正君）２人。 

○３番（四宮和彦君）２人。 

○５番（中島弘道君）２人。 

〇６番（浅田良弘君）２人。 

○委員長（青木敬博君）なお、あらかじめ議長において、内々、日本共産党及び会派に所属して

いない議員に確認をさせていただいたところ、日本共産党の２人と石島議員が実施されるとの

ことであるので、ただいま伺った各会派の実施人数と合わせ、発言者の人数については最大１

３人ということで調整し、決定させていただく。これに、ご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  発言の順序について、事務局長から説明いたさせる。  

○事務局長（冨士一成君）発言順序を申し上げる。一般質問第１日目、３月３日（金）１番目正

風クラブ、２番目清和会、３番目自民・維新の会、４番目正風クラブ２人目、５番目公明党。

第２日目、３月６日（月）１番目日本共産党、２番目清和会２人目、３番目自民・維新の会２

人目、４番目公明党２人目、５番目無党派 颯。第３日目、３月７日（火）１番目日本共産党

２人目、２番目無党派 颯２人目、最後に石島議員である。 

○委員長（青木敬博君）一般質問については、１人５０分以内、関連質問なしで実施する。また、

質問の順序についても、説明のとおりお願いする。以上のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

なお、通告期限については、予算大綱質疑通告期限の前開庁日である２月２２日（水）の正

午までとしているのでご留意願う。また、予算大綱質疑の通告と重ならぬよう通告期限にかか
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わらず、できる限り早目に提出いただくようご協力をお願いする。  

次に、⑹ 所管事務調査の議決について質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

所管事務調査の議決については、説明のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑺ 会期及び日程について及び⑻ その他について、事務局長から説明いたさせる。  

○事務局長（冨士一成君）⑺ 会期及び日程についてである。資料１０ページ及び１１ページを

ご参照願う。会期は、２月２０日（月）から３月２２日（水）までの３１日間の提案である。

先ほどの大綱質疑及び一般質問の実施人数を踏まえ、順を追って、説明する。２月２０日（月）

は、開会後、議事に入り、会期の決定、２件の専決処分報告とこれに対する質疑の後、市長施

政方針演説に引き続き、条例１１件、単行議案１件、補正予算７件、計１９件の説明、翌２１

日（火）は、新年度予算１０件の説明のみとなる。２２日（水）は一般質問通告期限、２３日

（木）は祝日のため休会、２４日（金）は予算大綱質疑の通告期限となる。２５日（土）及び

２６（日）は休会、２７日（月）及び２８日（火）は本会議なし、３月１日（水）及び２日

（木）の２日間は予算大綱質疑となる。３日（金）から、休会となる４日（土）及び５日（日）

を挟んで、７日（火）までの３日間に一般質問を実施し、８日（水）は議案審議で、条例１１

件の所管常任委員会への付託及び単行議案１件並びに補正予算７件の即決による議決をお願い

したいと存ずる。 

９日（木）は常任観光建設委員会を第２委員会室、常任福祉文教委員会を第１委員会室にお

いて、午前１０時から同時開催とし、１０日（金）は常任総務委員会を第２委員会室において

午前１０時からお願いする。１１日（土）から１７日（金）までの間は休会及び本会議なしで、

２０日（月）に議会運営委員会、２１日（火）は休会、２２日（水）を最終本会議とし、委員

会付託案件の審査報告、決定などをお願いする。 

次に、⑻ その他である。新型コロナウイルス感染症に関しては、市内の感染状況はまだま

だ予断を許さない状況であると察するところである。議員各位におかれては、感染リスクを避

ける行動などの感染予防にご尽力いただくとともに、ご家族等において体調の優れない方が発

生した場合には、登庁を控えるなどの対応をお願いする。 

  以上で、市議会３月定例会の運営についての説明を終わる。よろしくご協議のほどお願いす

る。 

○委員長（青木敬博君）まず、⑺ 会期及び日程について質疑、意見を伺う。発言を許す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

会期及び日程については、説明のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑻ その他での、新型コロナウイルス感染症への対応については、事務局長からの説

明のとおり、ご承知おき願う。 

そのほかに、３月定例会の運営について、委員から何かあれば、質疑、意見を伺う。発言を

許す。 

○６番（浅田良弘君）今年、我々の選挙が近づいてきている。その中で、大綱質疑に関しては目

立った発言はないが、一般質問では、最初の枕言葉で自己ＰＲや質問と関係ないことを話すと

いうことについて、どうなのかという思いがある。議長判断で止めるところは止めてほしいと

思うが、いかがか。 

○議長（宮﨑雅薫君）先だっての代表者会議において、大綱質疑と一般質問の関係の参考資料を

お配りした。議員それぞれに自覚をもって、ご自身の意見や発言をしていただきたい、とお願

いはしている。それ以上のものについては、ただいま浅田委員の言ったように、議長として適

切な判断をしてまいりたい。 

○６番（浅田良弘君）よろしくお願いする。 

○１番（佐藤 周君）コロナに関わるかもしれないが、卒業式を見据えてのことだと思うが、政

府が３月から、室内においてもマスクの着用をしないような話が出ている中で、議会運営委員

会や最終日があるが、その時のマスクについては、自由にさせるとか、どうなるのか、一応確

認しておきたい。 

○事務局長（冨士一成君）まだ議長とは相談していないが、事務局案としては、３月１３日が一

応ひとつの目安になるが、国のほうはだいぶ落ち着きを見せている中で、本市においては最近

なかなか情報が入ってこないが、学校、保育園、幼稚園においてはまだ広がりを見せている状

況であるので、事務局案としては、マスクを着用していただき、リスク回避をお願いしたいと

思う。結局、周囲の方へ広がるなど万が一のことを考えると、今定例会閉会まではマスク着用

でお願いしたいと考えている。 

○委員長（青木敬博君）暫時休憩する。 

午前１０時４５分休憩 

─────────── 

午前１０時４８分再開 
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○委員長（青木敬博君）再開する。 

 そのほかに、委員から何かあれば、質疑、意見を伺う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

  以上で、日程第１、市議会３月定例会の運営についてを終了する。  

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第２、意見書についてを議題とする。  

今定例会に提起された意見書案は１件である。〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇氏

から持参により提出された、意見書の提出を求める陳情について、その意見書案を職員に朗読

いたさせる。資料は８ページ及び９ページになる。 

〔陳情第１１号及び意見書案朗読〕  

○委員長（青木敬博君）提起された意見書案の取扱いについては、最終本会議前、３月２０日の

本委員会において、協議、決定することとなるが、今後の協議、調整に資するため、各会派及

び会派に所属していない議員から、順次、意見を伺う。 

○１番（佐藤 周君）会派内では前向きな意見が出ている。一点だけ、政府に対する予算措置の

中には、今現在の保育士不足というところを見たときに、保育士の数を増やすことによって、

保育園の定員が減るようなこと、計算するとそのようなことにならないように、保育士の確保

も併せてしていかなければならないと思う。そこは制度を設計する中で準備をしていくという

ことも含めた予算措置というが含まれるんだろうという意見が出ている。会派としては前向き

に話している。 

○２番（長沢 正君）賛成である。 

○３番（四宮和彦君）基本的に賛成である。ただ、逆にこれだけでは足りないという部分もあり

そうな気もするので、それを例えば、意見書の要望項目として、実態に即した配置基準に改善

することのほかにも、制度改革として要求することがあり得るだろうと思う。その辺はまた会

派内で調整する。ついでに言うが「それに至った背景も深く追求していくことも重要です。」

の「追求」は「追及」であると思う。  

○５番（中島弘道君）我が会派も賛成の方向である。４、５歳児は７５年前から配置基準が変わ

ってないということに驚いた。また正風クラブが言ったように、配置基準というのは、もっと

増やしてほしいということだから、いま保育士不足が言われている中、保育士不足の問題とい

うのも併せて考えていかなければならないということだが、この意見書については賛成の方向

である。 

○６番（浅田良弘君）この件については最近、全国的に保育士の配置基準等に関して報道がある。
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四宮委員の言うように、配置基準以外にも保育士の対応については各地から政府に意見書が出

されている状況だと思う。当会派も賛成の方向でいるが、今一度、内容について協議していき

たいと思う。  

○オブザーバー（重岡秀子君）裾野で問題が起きたのは１歳児で、それが６人を保育士１人で見

ているとのことである。諸外国、例えばイギリスとかでも３人くらいで、１歳半とかまだ物も

分からないのに、６人も１人で見るというのは私も初めて実態を知った。そういうことを解決

していかないと、本当の解決にならないので、賛成したいと思う。４、５歳の３０人というの

もすごいと思う。 

○オブザーバー（石島茂雄君）賛成である。保育士不足、それも考えなければいけないというの

もよく分かるが、まずは政府が４０年以上にわたって少子化、少子化と言っているのに、こう

いうところ、７８年も手を付けてなかったというのはどういうことかと。まずは、現場の方が

これだけ声を上げているのであるから、対策をして、その基準を決めてから保育士不足とか。

そのためにはやはり経済の底上げが必要だと思う。 

○委員長（青木敬博君）暫時休憩する。  

午前１０時５７分休憩 

─────────── 

午前１１時 ２分再開 

○委員長（青木敬博君）再開する。 

ただいま伺ったところ、提起された意見書案について、各会派及び会派に所属していない議

員全員からの賛同を得るまでには至っていない。したがって、本意見書案については、議長に

おいて調整を行い、最終本会議前、３月２２日の本委員会において、その取扱いを協議、決定

することとする。 

以上で、日程第２、意見書についてを終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）日程第３、その他を議題とする。 

  ⑴ 伊東市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程についてから⑸ その他まで、事務

局長から説明いたさせる。 

○事務局長（冨士一成君）まず、⑴ 伊東市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程につい

てである。資料１２ページをご参照願う。本件については、去る１２月１２日開催の代表者会

議において、案文を配付させていただき、意見等を募った。現在までにご意見、ご指摘等はな

いため、本委員会において規程策定について了承をいただきたいと存じる。なお、施行日につ

いては、条例に合わせ令和５年４月１日となる。  
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  次に、⑵ 伊東市議会の所管に係る伊東市個人情報保護条例施行規程を廃止する規程につい

てである。資料４３ページをご参照願う。９月定例会において伊東市個人情報保護条例の廃止

条例が議決され、令和５年３月末をもって廃止となることに伴い、付随する議会所管の伊東市

議会の所管に係る伊東市個人情報保護条例施行規程も不要となることから、３月末をもって廃

止する規程について、本委員会で了承いただきたいと存ずる。 

  次に、⑶ 伊東市議会事務局職員補職名規則の一部を改正する規則についてである。資料４

４ページ及び４５ページをご参照願う。１２月定例会において、職員の定年延長に関連した一

連の条例等に関し、審議、議決をいただいたところであるが、この一連の改正の中において、

再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員に改められた。議会所管の伊東市議会事

務局職員補職名規則の中にも第３条の見出しにおいてこの文言が使用されていることから、こ

の部分の改正とともに、地方公務員法の改正に伴い定年退職者等の再任用の条項が第２８条の

５第１項から第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項に改正されたため、併せてこの部分

も改正するため、本委員会での了承をいただきたいと存じる。 

  次に⑷ 令和５年度議会費当初予算についてである。資料４６ページ及び４７ページをご参

照願う。令和５年度議会費予算案について説明申し上げる。 

令和５年度における議会費の総額は、２億６９７万円であり、前年度当初予算に対し４２３

万２，０００円、２．１％ほどの増となっている。本資料に沿って節別に説明する。 

  まず、第１節報酬は、欠員１人を除く１９人分の議員報酬であるが、改選後の１０月分から

は２０人分で算定するとともに、３月定例会で議員報酬引き上げの条例案が提出される予定で

あることから、その増額分も含んだものとなっている。２節給料は、事務局職員６人の給料で、

３節職員手当等は、議員期末手当及び事務局職員の各種手当である。 

４節共済費は、議員共済給付負担金及び事務局職員の共済組合負担金で、平成２３年６月１

日をもって廃止された議員年金は、経過措置として給付に要する費用の財源は毎年度、各地方

公共団体が公費で負担することとなっており、令和４年度の負担率３２．２％から令和５年度

は３１．５％に下がっている。５節災害補償費は科目設定で、７節報償費は議員研修会の講師

や視察先等への謝礼の計上である。 

８節旅費は、議員１人当たりの行政視察旅費１２万円、調査活動旅費８万円のほか、各種議

長会等出席及び事務局職員の研究会等への出席のための旅費の計上で、９節交際費は９０万円

を計上している。１０節需用費は、新聞購読料、法規追録代、事務用品代、議会車ガソリン代、

市議会だよりの印刷製本費などに係る経費が主なものである。１１節役務費は、電話料やイン

ターネット接続料の通信運搬費等である。 

１２節委託料は、会議録作成のための録音反訳、会議録検索システムデータ作成業務に係る
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委託料である。１３節使用料及び賃借料は、夏に開催予定の議員研修会へ参加のための自動車

借上料や会議録検索システムのサーバー及びシステム使用料、議員用パソコン借上料が主なも

のである。１７節備品購入費は、議会図書室用図書購入費で、１８節負担金補助及び交付金は、

各種議長会等負担金及び議員団体定期保険料の計上が主なものとなる。 

なお、予算要求していたタブレットの購入については、タブレットを使用した会議の実施に

向けての庁舎全体の環境整備が整っていないことから、予算化されず見送ることとなるが、導

入に否定的なものではなく、まずは、計画的にインターネット環境の整備を進めていくことが

優先かと考えている。以上が議会費の新年度予算の概要である。 

  ⑸ その他であるが、特にない。 

  以上で、３ その他の説明を終わる。 

○委員長（青木敬博君）まず、⑴ 伊東市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程について

質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

伊東市議会の個人情報の保護に関する条例施行規程については、説明のとおり決定すること

にご異議ないか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

  次に、⑵ 伊東市議会の所管に係る伊東市個人情報保護条例施行規程を廃止する規程につい

て質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

伊東市議会の所管に係る伊東市個人情報保護条例施行規程を廃止する規程については、説明

のとおり決定することにご異議ないか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑶ 伊東市議会事務局職員補職名規則の一部を改正する規則について質疑、意見を伺

う。発言を許す。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

伊東市議会事務局職員補職名規則の一部を改正する規則については、説明のとおり決定する

ことにご異議ないか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）ご異議なしと認め、さよう決定した。  

次に、⑷ 令和５年度議会費当初予算について質疑、意見を伺う。発言を許す。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

令和５年度議会費当初予算についてを終了する。 

次に、⑸ その他について、事務局からはないとのことであるが、委員から何かあれば、質

疑、意見を伺う。発言を許す。 

○議長（宮﨑雅薫君）人事案件における議場での市長による説明についてである。議場で今まで、

個人の名前、住所を説明していたが、住所は個人情報に当たる可能性があるということである。

議員への資料としては、同様の資料は当局から提供はするとのことであるが、壇上で発言する

と会議録にも記載されることになるため、個人情報保護の観点を踏まえた取扱いにしていきた

い。経歴については、例えば学校の先生であると何年に配属されて何年までどこの小学校で、

次はどこの小学校で、というような経歴が並んでいるが、そういった内容も検討して、もう少

し簡素化したいとの話があった。今定例会は今までどおり取り扱うが、次の定例会からは、検

討し、結果を報告してくれると思うので、ご承知おきいただきたい。  

○委員長（青木敬博君）暫時休憩する。 

午前１１時１３分休憩 

─────────── 

午前１１時２２分再開 

○委員長（青木敬博君）再開する。ほかに質疑・意見はあるか。 

○３番（四宮和彦君）議運以前に、広報公聴にも関わることなので、議会報編集委員会で検討し

てもらう必要もある話かなと思うが、皆さん既に、会派視察だとかに行って来られていると思

う。常任委員会の行政視察については報告書が公開されているが、個人視察や会派視察のもの

については公開されていない。議員間でも情報共有という意味で言えば、ほかの会派が何を視

察してきたのかということは知りたいと思う部分もある。会派視察や個人視察の報告書につい

ても、閲覧できるようにできないだろうかということを提案させていただきたい。 

○議長（宮﨑雅薫君）議長のところへは必ず報告書が来る。ただ、添付資料など何から何まで皆

さんに全部というのは難しい。報告書については、コピーして各会派にお渡しすることもでき

るし、あるいはまた事務局と検討しなくてはいけないが、情報コーナーに棚があるので、そこ

に一定期間、資料を置いて閲覧していただく。その辺りは相談させてもらいたい。  

○３番（四宮和彦君）議員間だけでなく、市民も見られたほうがよいのではないか。 
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○議長（宮﨑雅薫君）一定のルールを決めていかなければならないと考えるので、それはまた後

日、なるべく近いうちに諮らせていただき、皆さんの了解を得ながらルールを作っていきたい。  

○委員長（青木敬博君）ほかに質疑はあるか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（青木敬博君）質疑、意見なしと認め、質疑、意見を終結する。  

  以上で日程第３、その他を終了する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○委員長（青木敬博君）以上で日程全部を終了した。  

  これにて閉会する。 

━━━━━━━━━━━━━━ 

○閉会日時 令和５年２月１４日（火）午前１１時２５分（会議時間１時間８分） 

──────────────────────────────────────────────────── 

以上の記録を認める。      

令和５年２月１４日     

委員長 青 木 敬 博   


